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「予防規程（本編）」の解説 

 

予防規程（本編）は、危規則第 60 条の２に示されている「予防規程に定めなければなら

ない事項」のうち、全ての危険物施設に共通する事項並びに東京都震災対策条例及び東京都

帰宅困難者対策条例に基づく事項をまとめたものです。 

全ての危険物施設は、予防規程（本編）を定める必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特記すべき事項がある場合、追加で

記載してください。 

予防規程を適用する「危険物施設の

名称」を記載してください。 

 

【同一敷地内に複数の危険物施設があ

る場合】 

・予防規程を定める義務がある危険物

施設が複数ある場合は、まとめて一の

予防規程を定めても差し支えありませ

ん。 

なお、予防規程を定める義務がない

危険物施設も、安全のため予防規程の

適用範囲に含めるようお願いします。 

・まとめて一の予防規程を定める場合

は、「〇〇〇（事業所名）の予防規程対

象施設」と記載し、予防規程の適用範

囲が確認できる資料（予防規程を適用

する危険物施設の位置・名称を記載し

た配置図及び当該施設一覧表等）を添

付してください。 
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施設の実態に応じて変更、削除し

てください。また、特記すべき事項が

ある場合、追加で記載してください。 

消防法第 14 条の４の規定により、

次の大規模な危険物施設は、自衛消防

組織の人員数、化学消防自動車の台数

が定められています。 

・指定数量 3,000倍以上の製造所 

・指定数量 3,000倍以上の一般取扱所 

・指定数量以上の移送取扱所 

勤務シフト等による人員交替や休

日・夜間等で人員の減少がある危険物

施設にあっては、必要に応じて通常時

以外の構成を別に定めてください。 

施設の実態に応じて変更、削除して

ください。また、特記すべき事項があ

る場合、追加で記載してください。 

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC1000000186#Mp-At_14_4
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「緊急連絡網及び連絡手段」には、

ＳＮＳを活用することもできます。 

施設の実態に応じた「参集場所」を

記載してください。 

特記すべき事項がある場合、追加で

記載してください。 

施設の実態に応じた「保安教育と訓

練の計画」を記載してください。 

特記すべき事項がある場合、追加で

記載してください。 

消防法第 14 条の３の２の規定によ

り、定期点検は１年に１回以上実施す

る必要があります。 

定期点検で使用できる点検表をホ

ームページで公開していますので、活

用してください。 

所長は定期点検を、危規則第 62条の６に規定する次のいずれかの者に実施

させる必要があります。 

・危険物取扱者 

・危険物施設保安員 

・危険物取扱者以外の者（危険物取扱者の立会いが必須となります。） 

定期点検以外の巡視、日常点検等についても努めて上記資格者に実施させ

てください。 

他法令を根拠として実施しなければならない巡視、点検及び検査がある場

合は、それぞれの法令に従って実施者を決めてください。 

特記すべき事項がある場合、

追加で記載してください。 

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC1000000186#Mp-At_14_3_2
https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp/hp-kikenbutuka/teiki_tenken/index.html
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=334M50000002055#Mp-At_62_6
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所長は、勤務員等が安全に運転・操作

できるマニュアル等を作成してくださ

い。 

消防法第 13条第３項の規定により、

危険物を取り扱う場合は、危険物取扱

者が行うか、危険物取扱者の立会いが

必要です。 

施設の実態に応じて変更、削除して

ください。また、特記すべき事項がある

場合、追加で記載してください。 

所長は、危険物の貯蔵・取扱い作業を

安全に行うためのマニュアル等を作成

してください。 

移動タンク貯蔵所からタンクに荷卸

しを受ける危険物施設（※単独荷卸し

を行う施設は除く。）は、予防規程に定

めてください。 

移動タンク貯蔵所からの荷卸し時に、

可燃性蒸気回収装置を使用する危険物

施設は、予防規程に定めてください。 

危険物施設で補修等に伴う変更工事

を行う場合は、工事内容に応じて次の

事前手続きが必要になる場合がありま

す。 

・変更許可申請 

・資料提出 

工事開始前に、管轄の消防署に工事

内容について相談し、必要な手続きを

確認してください。 

施設の実態に応じて変更、削除して

ください。また、特記すべき事項がある

場合、追加で記載してください。 

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC1000000186#Mp-At_13
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特記すべき事項がある場合、追加で

記載してください。 

緊急点検と施設再開の可否判断は、

本編、第 10、３、⑴に定める緊急点検

表、または、営業継続判断支援ツール

を使う方法があります。 

危政令第 24 条第１項第２号の規定

により、危険物施設において、みだり

に火気を使用することは禁止されて

います。 

所長は、必要な火気作業を安全に行

うためのマニュアル等を作成してく

ださい。 

特記すべき事項がある場合、追加で

記載してください。 

風水害対策が必要となる場合は細

則２－１を作成してください。 

津波対策が必要となる場合は細則

２－２を作成してください。 

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=334CO0000000306#Mp-At_24
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「営業継続判断支援ツール」（右二次元

コード参照）は、地震発生後の危険物施設

において実施しなければならない緊急点

検、施設再開の可否判断に活用できる支援

ツールです。 

「臨時的対応」とは、震災等により被害を受けた危険物施設におい

て、施設再開のために行う代替機器の使用や応急措置等の対応のこ

とです。 

営業継続判断支援ツール等を活用することで、臨時的対応により

施設再開することができます。 

なお、臨時的対応により施設再開するためには、必要な代替機器、

応急措置用の資器材等を予め用意しておく必要があります。 

また、代替機器として、緊急用ポンプ又は緊急用発電機を使用する

場合は、細則２－７又は細則２－８を予防規程に定めておく必要が

あります。 

東京都震災対策条例に基づく事業所

防災計画に関する告示第１条第２項に

より、予防規程に事業所防災計画を定

めることとされています。 

事業所防災計画が未作成の事業者

は、別添え２を施設の実態に合うよう

に修正し、これを事業所防災計画とし

てください。 

既に事業所防災計画を定めている事

業者は、既存の事業所防災計画を別添

え２として添付してください。 

危規則第 62 条の８により、定期点

検記録の保管期間が定められていま

すので、保管期間を決定する場合は考

慮してください。 

また、緊急点検については、本編、

第 10、３、 に定める緊急点検表及び

営業継続判断支援ツールを使用した

点検記録等を保管してください。 

 

法令で規定される期間を考慮して

決定した「保管期間」を記載してくだ

さい。 

特記すべき事項がある場合、追加で

記載してください。 

特記すべき事項がある場合、追加で

記載してください。 

別添え２は、事業所防災計画に相当

するものとして、当庁が公開する「消

防計画作成例」の内容をもとに作成し

たものです。 

特記すべき事項があ

る場合、追加で記載して

ください。 
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https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp/hp-kikenbutuka/gstool/index.html
https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00002322.html
https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00002322.html
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=334M50000002055#Mp-At_62_8
https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp/hp-kikenbutuka/gstool/index.html
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危険物施設の構造、設備等の状況に従って、「点検項目」、「点検結果」、「施設再開が可能と判断できる

基準」の内容を変更してください。 

給油取扱所の建築物において、可燃

性蒸気が建築物内に流入するおそれ

がある場合は、建築物内での火気使用

及び床面から 60 ㎝以下での電気設備

の使用をしないでください。 

防火塀の応急措置の例として、倒壊

又は損傷した部分に仮設塀を施工す

る方法があります。 

危険物を取扱う設備の応急措置の

例として、ポンプが使用できなくなっ

た場合に緊急用ポンプを使用する方

法があります。 

地盤面・床面の応急措置の例とし

て、陥没又は沈下した箇所に鉄板を敷

く方法があります。 

ライフラインの応急措置の例とし

て、商用電源が使用できなくなった場

合に緊急用発電機を使用する方法が

あります。 
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